
成美学園高等學校 情報公開  

教育活動等の状況に関する情報（高等学校通信教育規程第 14 条） 

 

1． 学科の組織及び収容定員および 

学校名： 成美学園高等學校 

課 程 ： 通信制・単位制 

定 員 ： 2,500 人 

住 所 ： 〒299-5241 千葉県勝浦市松部 1000-1 

 

2. 通信教育を行う区域 

   47 都道府県 

 

3. 区域および通信教育連携協力施設 

校舎 入学定員 収容人数 住所 

茂原校 30 人 90 人 
〒297-0022 

千葉県茂原市町保 37-3 成美学園ビル 

かずさ校 60 人 180 人 

〒292-0057 

千葉県木更津市東中央 2-1-1 

ドリームビルディング 3・4・5F 

成田校 60 人 180 人 
〒286-0044 

千葉県成田市不動ヶ岡 2158-4 マルセイビル 

蘇我校 50 人 150 人 

〒260-0834 

千葉県千葉市中央区今井 2-10-2 

第二山一ビル 3F 

館山校 20 人 60 人 
〒294-0045 

千葉県館山市北条 1872-8 水口ビル 2F 

旭校 20 人 60 人 

〒289-251 

千葉県旭市ロの 633-10 

三川屋ビル 2・3F 西号室・東号室 

取手校 30 人 90 人 

〒302-0024 

茨城県取手市新町３丁目１−２３ 

セントラルビル 3F 

八千代校 30 人 90 人 
〒276-0031 

千葉県八千代市八千代台北 1-13-3 



第 1 アイディール八千代 2F 

小山校 40 人 120 人 

〒323-002 

栃木県小山市駅東通り 2-36-11 

小山サンビル 

足利校 30 人 90 人 
〒326-0814 

栃木県足利市通 2-12-16 岩下書店ビル 3F 

伊勢崎校 40 人 120 人 
〒372-0052 

群馬県伊勢崎市寿町 83-3 

熊谷校 40 人 120 人 

〒360-0037 

埼玉県熊谷市筑波 1-146 

つくばねビル 3F 

久喜校 30 人 90 人 

〒346-0014 

埼玉県久喜市吉羽 181-9 

TK ビル 2・3F 

前橋校 40 人 120 人 
〒371-0843 

群馬県前橋市新前橋町 25-1 うちでビル 3F 

市川校 30 人 90 人 

〒272-0133 

千葉県市川市行徳駅前 1-17-17 

一條ビルⅡ2F 

栃木校 30 人 90 人 
〒328-0037 

栃木県栃木市倭町 6-20 ラポルト倭 1F 

宇都宮校 40 人 120 人 

〒320-0033 

栃木県宇都宮市本町 4-12 

虎屋ビル 5-A 号室 

秦野校 30 人 90 人 

〒257-0035 

神奈川県秦野市本町 1-1-6 

クレアーレＭＫビル 4Ｆ 

茅ヶ崎校 30 人 90 人 

〒253-0044 

神奈川県茅ヶ崎市新栄町 1-14 

新榮ビル 5F 

横須賀校 30 人 90 人 

〒238-0008 

神奈川県横須賀市大滝町 1-9 

品川ビル 402 

 



 

4．職員組織   

（１）校 長   １人  

（２）教 頭   １人  

（３）教諭       １０人以上  

（４）養護教諭      １人  

（５）事務職員         １人以上  

（６）講師           １人以上 

（７）学校医      １人以上  

（８）学校歯科医  １人以上  

（９）学校薬剤師  １人以上  

 

5. 人数 

在籍生徒数 入学者 休学者 退学者 前年度卒業生 

1,917 人 794 人 26 人 42 人 325 人 

 

6. 校地校舎の施設及び設備等 

学校用地 屋外運動場 建物敷地 体育館 

7,981 ㎡ 2,722 ㎡ 5,219 ㎡ 749 ㎡ 

 

 

７. 生徒納付金 

項目 金額 備考 

入学金 100,000 円 入学時のみ 

初期登録料 35,000 円 入学時のみ 

施設設備費 50,000 円 入学時及び毎年 4 月に納入 

運営維持費 9,900 円 毎月納入 

教科外活動費 24,000 円 毎年 4 月に納入 

単位料 12,000 円 

・1 単位につき 12,000 円。（参考：2025 年度の 1 年生は 23 単

位で合計 276,000 円） 

・毎年 12 月までに納入。 

※単位料は就学支援金制度の対象となります。 

※修学旅行・校外学習・教材・補習・制服等で費用が発生した場合は別途集金いたします。 



 

8．生徒の学習活動、進路選択及び心身の健康等に関する支援について 

項目 具体的目標 

生徒の学習活動、進路選択に関する支援につ

いて 

生徒一人ひとりの能力や個性に応じた学習

指導を行い、学力向上を図るとともに、他者

とのかかわりから学ぶ場の工夫をする。 

また，生徒各自が卒業後の進路決定を実現で

きるように支援する。 

心身の健康等に関する支援について 道徳教育の充実をさらに図り，一人ひとりの

生徒の豊かな心の育成を図る。 

自ら考え，自ら判断し行動できる自律した生

徒を育成する。 

 


